
川北町行財政改革推進本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 行財政改革の推進を図るため、川北町行財政改革推進本部（以下「本部」

という。）を置く。 

 

（掌握事項） 

第２条 本部の掌握事項は次のとおりとする。 

 （１） 行財政改革大綱の策定の及び実施に関すること。 

 （２） その他行財政改革にかかる重要事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員を持って組織する。 

２ 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、各課（局、館）長をもって充てる。 

 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じ召集し、本部長が議長となる。 

 

（庶務） 

第６条 本部の庶務は、総務課において処理する。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長

が定める。 

 

附  則 

この要綱は、平成 ８年 １月３１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２３年１１月 １日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２９年 ３月 １日から施行する。 
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